
　

税
金
は
、
私
た
ち
国
民
が
豊
か
で
安
心
し
た
暮
ら

し
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
活
動

す
る
た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。

　

11
月
11
日
か
ら
同
17
日
ま
で
は
『
税
を
考
え
る
週

間
』
で
す
。
こ
れ
は
、
税
の
仕
組
み
や
目
的
な
ど
を

皆
さ
ん
に
正
し
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
設
け

ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

今
回
は
、「
税
の
ゆ
く
え
」「
パ
ー
ト
と
税
」「
夫

婦
と
税
」
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

国
や
地
方
公
共
団
体
は
、
私
た
ち
国

民
が
豊
か
で
安
定
し
た
生
活
が
で
き
る

よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

私
た
ち
が
納
め
た
税
金
は
、
身
近
な

と
こ
ろ
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
教
育
に

お
い
て
は
、
国
と
地
方
公
共
団
体
が
公

立
学
校
の
児
童
・
生
徒
一
人
当
た
り
に

対
し
て
、
多
く
の
年
間
教
育
額
（
下
表

参
照
）
を
負
担
し
て
い
ま
す
。

税
の
ゆ
く
え 

〜
社
会
に
い
き
る
税
〜

　

扶
養
す
る
人
が
い
な
い
場
合（
単
身
）

で
パ
ー
ト
な
ど
を
し
て
い
る
と
き
は
、

次
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
。

パ
ー
ト
と
税

【
パ
ー
ト
収
入
に
対
す
る
税
】

【
配
偶
者
控
除
と

　
　
　
　
配
偶
者
特
別
控
除
】

■公立学校の児童・生徒１人当たりの年間
教育額（平成18年度）
•小学生　　　　　　83万3,000円
•中学生　　　　　　95万2,000円
•高校生（全日制）　 93万2,000円

■私たちの生活や安全を守るための
　　　　　　警察・消防費（平成19年度）
　・・・・・・・・・・・・・・・５兆1,943億円
※国民１人当たり約４万700円

■市町村のゴミ処理費用（平成19年度）
・・・・・・・・・・・・・・・・２兆1,305億円
※国民１人当たり約１万6,600円

■国民医療費の公費負担額（平成18年度）
・・・・・・・・・・・・・・・12兆1,274億円
※国民１人当たり約９万4,900円

ご存じですか、税のゆくえ ～身近な財政支出（国と地方公共団体の負担額の合計額）～

38万円
36万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
6万円
3万円

33万円

31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
 6万円
 3万円

103万超　   105万円未満
105万以上　110万円未満
110万以上　115万円未満
115万以上　120万円未満
120万以上　125万円未満
125万以上　130万円未満
130万以上　135万円未満
135万以上　140万円未満
140万以上　141万円未満

パートの年収
配偶者特別控除額
住民税 所得税

夫
婦
と
税

　

夫
婦
が
共
に
働
い
て
い
る
場
合
、
例

え
ば
、
妻
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
い
て

い
る
と
き
な
ど
、
夫
婦
に
と
っ
て
気
に

な
る
の
が
収
入
と
税
金
の
関
係
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
の
充
実
、
住

宅
や
道
路
の
整
備
、
安
全
の
確
保
に
欠

か
せ
な
い
警
察
・
消
防
な
ど
の
活
動
に

も
い
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
税
金
は
私
た
ち
に
と

っ
て
、
共
同
生
活
を
維
持
す
る
い
わ
ば

「
会
費
」
で
あ
り
、
正
し
い
申
告
と
納

税
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。

　

パ
ー
ト
収
入
は
、
給
与
所
得
と
な
り

ま
す
の
で
、
年
収
が
93
万
円
（
所
得
額

28
万
円
）
を
超
え
る
と
、
住
民
税
が
か

か
り
ま
す
（
扶
養
す
る
人
が
い
な
い
場

合
）。
ま
た
、
こ
の
収
入
金
額
が
１
０

３
万
円
を
超
え
る
と
所
得
税
も
か
か
り

ま
す
（
所
得
控
除
が
基
礎
控
除
以
外
な

い
場
合
）。　

　

な
お
、
外
交
員
、
集
金
人
、
検
針
員

な
ど
の
報
酬
や
内
職
に
つ
い
て
は
、
パ

ー
ト
収
入
と
は
異
な
る
計
算
方
法
に
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

夫
に
所
得
が
あ
り
、
妻
に
パ
ー
ト
収

入
が
あ
る
場
合
を
考
え
て
み
ま
す
と
、

夫
は
妻
の
収
入
に
応
じ
て
次
の
と
お
り

配
偶
者
控
除
ま
た
は
配
偶
者
特
別
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
配
偶
者
控
除
は
、
妻
の
パ
ー
ト
に
よ

る
年
収
が
1
0
3
万
円
ま
で
で
あ
れ

ば
受
け
ら
れ
ま
す
（
控
除
額
は
所
得

税
で
は
38
万
円
、
住
民
税
で
は
33
万

円
）。

②
配
偶
者
特
別
控
除
は
、
妻
の
所
得
に

よ
っ
て
控
除
額
が
調
整
さ
れ
ま
す

が
、
パ
ー
ト
の
年
収
が
1
0
3
万
円

を
超
え
1
4
1
万
円
未
満
で
あ
れ
ば

受
け
ら
れ
ま
す
（
控
除
額
は
下
表
参

照
）。

　
　

た
だ
し
、
夫
の
合
計
所
得
が
１
、

０
０
０
万
円
を
超
え
る
年
に
は
同
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
配
偶
者
控
除
ま
た
は
配
偶
者

特
別
控
除
を
受
け
る
要
件
と
、
健
康
保

険
の
扶
養
要
件
と
は
基
準
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
ご
自
身
が
加
入
さ
れ
て
い
る

健
康
保
険
の
担
当
者
へ
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　

共
働
き
の
夫
婦
の
収
入
と
税
金
の
関

係
に
つ
い
て
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
天
草
税
務
署

☎
㉒
２
５
１
０
ま
た
は
市
役
所
本
庁
・

市
民
税
課
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

本
庁
・
市
民
税
課
市
民
税
係

☎
㉓
1
1
1
1 

内
線
1
1
4
3

を
考
え
る
週
間

税
11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で

税
　
情
　
報

 

租
税
教
室

　

天
草
税
務
署
で
は
、
各
地
区
や
各
種

団
体
、
給
与
所
得
者
や
児
童
・
生
徒
な

ど
を
対
象
に
、
租
税
教
室
を
開
い
て
い

ま
す
。
希
望
す
る
内
容
や
日
程
に
あ
わ

せ
て
、
税
務
署
の
職
員
ま
た
は
税
理
士

が
講
師
と
し
て
伺
い
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
（
夜
間
で

も
結
構
で
す
）。

※
希
望
す
る
場
合
は
、
天
草
税
務
署
☎

　

㉒
２
５
１
０
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

年
末
調
整
説
明
会

　

12
月
は
、
給
与
な
ど
に
か
か
る
源
泉

所
得
税
の
年
末
調
整
の
月
で
す
。
毎
月

の
給
与
な
ど
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所

得
税
の
一
年
間
の
合
計
額
と
、
そ
の
年

の
給
与
総
額
に
対
す
る
年
税
額
と
は
一

致
し
な
い
の
が
普
通
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
源
泉
徴
収
税
額
の
過
不

足
分
を
精
算
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の

手
続
を
「
年
末
調
整
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。

　

大
部
分
の
給
与
所
得
者
は
、
年
末
調

整
に
よ
り
、
そ
の
年
の
納
税
を
完
了
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
年
末

調
整
が
正
し
く
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、

勤
務
先
に
扶
養
親
族
や
保
険
料
な
ど
の

申
告
を
正
し
く
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

天
草
税
務
署
で
は
、
次
の
日
程
で
年

末
調
整
説
明
会
を
開
き
ま
す
。

▼
日
程
＝
11
月
18
日
㊌
午
後
２
時
〜
同

４
時
、
牛
深
総
合
セ
ン
タ
ー
。
11
月

19
日
㊍
午
前
10
時
〜
正
午
と
午
後
２

時
〜
同
４
時
、天
草
市
民
セ
ン
タ
ー
。

※
詳
細
は
、
天
草
税
務
署
☎
㉒
２
５
１

０
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

 

「
税
を
考
え
る
週
間
」　

　
　  

　
　
　
記
念
講
演
会

　

天
草
地
区
税
務
協
力
団
体
長
連
絡
協

議
会
で
は
、「
税
を
考
え
る
週
間
」
に

あ
わ
せ
て
記
念
講
演
会
を
開
催
し
ま

す
。
当
日
は
、
中
学
生
や
高
校
生
か
ら

募
集
し
た
税
に
関
す
る
作
文
の
入
賞
者

の
表
彰
・
発
表
も
実
施
し
ま
す
。
入
場

は
無
料
で
す
。

▼
と
き
＝
11
月
17
日
㊋
午
後
１
時
30
分

〜
同
３
時
30
分
。

▼
と
こ
ろ
＝
天
草
信
用
金
庫
本
店
・
５

階
ホ
ー
ル
（
太
田
町
）。　

▼
演
題
＝「
生
き
て
る
間
は
自
分
を
育

む
た
め
に
」。

▼
講
師
＝
外
園
一
人
氏
（
神
戸
女
子
大

学
名
誉
教
授
）。

※
詳
細
は
㈳
天
草
法
人
会
事
務
局
☎
㉔

４
３
３
９
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
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